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＊ T O P I C S 市政トピックス

　
安
曇
野
の
最
大
の
魅
力
は
「
景
観
」

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
景
観
を
未
来
へ
引
き
継
ぎ
、
さ

ら
に
育
て
て
い
く
こ
と
が
私
た
ち
の

責
務
で
す
。
平
成
17
年
6
月
、
景
観
に

関
す
る
総
合
的
な
法
律
と
し
て
、
景

観
法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
今
ま
で

の
景
観
に
関
す
る
自
主
条
例
は
、
届

出
・
勧
告
等
の
規
制
に
留
ま
っ
て
い

ま
す
が
、
一
定
の
強
制
力
を
持
つ
法

律
と
し
て
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

　
景
観
行
政
団
体
は
、
景
観
行
政
を

主
体
的
に
担
う
団
体
で
す
。
現
在
、
長

野
県
が
景
観
行
政
団
体
に
な
り
、
県

下
全
域
（
一
部
市
町
村
を
除
く
）
の
景

観
計
画
を
定
め
て
い
ま
す
。

　
今
後
、
安
曇
野
市
独
自
の
景
観
を

守
り
育
て
る
た
め
、
市
が
景
観
行
政

団
体
に
な
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と

考
え
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
市
で
は
土
地
利
用
管
理
の

手
法
に
つ
い
て
検
討
に
入
っ
て
い
ま

す
。（
５
月
25
日
発
行
広
報
参
照
）

　
し
か
し
、
土
地
利
用
管
理
だ
け
で

は
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
田
園
都
市

づ
く
り
は
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
安

曇
野
市
に
ふ
さ
わ
し
い
土
地
利
用
管

理
と
景
観
計
画
づ
く
り
を
市
民
の
皆

さ
ん
と
一
緒
に
検
討
し
て
い
く
予
定

で
す
。
未
来
に
誇
れ
る
安
曇
野
市
づ

く
り
の
た
め
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
積

極
的
な
参
加
・
参
画
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　
都
市
建
設
部
都
市
計
画
課

　
　
　
　
　
　
（
℡
72
・
３
１
１
１
）

都
市
計
画

景
観
を
守
る
２
つ
の
条
例

昨
年
10
月
安
曇
野
市
が
発
足
し
、
い
よ
い
よ
「
安
曇
野
」
の
景
観
を

市
民
が
「
共
有
資
産
」
と
し
て
「
守
り
・
創
る
」
協
働
作
業
が
始
ま
り
ま

し
た
。景
観
を
守
る
た
め
の
２
つ
の
条
例
を
紹
介
し
ま
す
。

長野県 屋外広告物条例
　市内には、看板などの屋外広告物の設置が禁止されている地域、許

可を必要とする地域があります。

　また、電柱・街灯など公の施設にはポスター・看板・チラシなどの

広告物を設置することは原則できません。

禁止地域

長野自動車道の
両側500ｍ以内

県道柏矢町田沢
停車場線の両側
300ｍ以内

市道豊科1級20
号線から県道有
明大町線の両側
300m以内

都市計画法に定め
られる住居系の用
途地域内

①

②

③

○

許可が必要な地域

〇長野自動車道の
　両側500ｍ以上
　1,000ｍ以内

〇豊科駅前広場・
穂高駅前広場及び
これに接続する20
ｍ以内

ポスターなど張ることが
禁じられています

次の物にはポスターやチラシなど
の屋外広告物を表示、または設置
できません。

〇橋　

〇街路樹・道路上の柵、駒止め

〇銅像及び記念碑

〇消火栓・警鐘台

〇公衆電話ボックス内外

〇信号機・道路標識

〇電柱・街路灯
　（一部適用除外有り）

〇カーブミラーなど

「
景
観
」
安
曇
野
の
魅
力

景観育成重点地域

　景観条例では、特に景観に

配慮する必要な地域を「景観

育成重点地域」に指定してあ

ります。（右図参照）

　この道路及びその両側30ｍ

以内で、次の行為を行う場合

には、着手30日前までに届け

出が必要です。

◇床面積20Gを超える
　建築物の建築

◇高さ5ｍを超える

　工作物の建築　

◇25Gを超える

　外観の変更

◇3Gを超える

　広告物表示

長野県 景観条例
　市内全域が長野県景観計画に基づく景観条例の対象地域になってい

ます。地域内では、高さ13ｍまたは建築面積1,000Gを超える建築物を

建築する場合や高さ13ｍ以上の鉄柱・煙突などの工作物を建てる場合、

建築物の外観400Gを超える変更をする場合、25Gを超える広告物の

表示を行う場合には、着手前30日前までに届け出をする必要があります。

　
地
域
の
景
観
を
守
り
育
て
よ
う
と

住
民
自
ら
が
規
制
内
容
を
決
め
、
協

定
を
結
ん
で
い
る
の
が
「
景
観
育
成

住
民
協
定
地
区
」
で
す
。

　
現
在
、
豊
科
地
域
11
地
区
、
穂
高

地
域
10
地
区
、
堀
金
地
域
２
地
区
、

三
郷
地
域
１
地
区
で
協
定
が
締
結
さ

れ
、
建
築
物
・
屋
外
広
告
物
・
自
動

販
売
機
な
ど
の
規
制
を
実
施
す
る
と

と
も
に
独
自
の
美
化
活
動
を
行
い
な

が
ら
、
よ
り
良
い
景
観
づ
く
り
を
目

指
し
て
い
ま
す
。
地
区
内
で
建
築
な

ど
の
行
為
を
す
る
場
合
は
事
前
に
住

民
と
の
協
議
が
必
要
で
す
。

住
民
が
担
う
景
観

景
観
行
政
団
体
に
向
け
て

景
観
計
画
と
土
地
利
用
管
理

景観育成住民協定

※住民協定地区の詳細な範囲、規制内容等につきましては、各地
　区の総合支所都市計画係・都市建設係にお問い合わせください。
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